
２０２３年度 早朝保育・延長保育の保育料について 
 
保育料の支払い方法 
 早朝保育、延長保育ともに口座引き落としとなります。 
 
早朝保育の保育料について 
 7：30～8：40（通常保育開始まで）  100 円／回です。   

 
延長保育の保育料について 

＜定期利用＞  
 通常保育月 8月 

週 4日利用 7,200円 9,600円 

週 5日利用 9,000円 12,000円 

 
 

  ＜突発利用＞  
 14時・13時降園 11時降園 長期休み・休園日 

早朝保育 100円 100円  

13時 30分まで   500円 

14時 30分まで  500円 600円 

16時 30分まで 400円 700円 800円 

17時 00分まで 500円 800円 900円 

17時 30分まで 550円 850円 950円 

18時 00分まで 600円 900円 1,000円 

18時 30分まで 650円 950円 1,050円 

18時 31分以降 30分ごとに 1,000円 

 
 

  ※長期休み＝7 月・8 月夏休み、12 月・1 月冬休み・3 月春休み、4 月新年度保育開始前 
 ※夏期保育日は 11：00 降園の突発利用保育料となります。 
 ※定期利用の方も休園日に利用の際は突発利用料金をお支払いいただきます。 

 ※幼稚園の保育料は毎月通常通りお支払いいただきます。ご了承ください 
 
  
預かり保育無償化について 
 新 2 号認定を受けることによって無償化の対象となります。新２号認定を受けるには毎月５日までに申請書を提出して

頂くと翌月より預かり保育を利用される際に使える制度です。 
 ★一日 450 円、月額 11,300 円を上限に無償化され、預かり保育料が軽減されます。ただし、実際にかかった費用が 
  「450 円×利用した回数」の金額より低い場合は、実際にかかった費用分が無償化の対象となります。 
 
<相模原市の方> 
 〇新２号の申請書及び就労証明書の必要な方は園に取りに来て下さい。 
〇早朝保育、延長保育ともに月末に締め、いったんその金額を口座引き落としにて園にお支払いいただきます。引き落

としを確認し、３ヶ月に一度、市に請求する月に「領収書兼特定子ども・子育て支援請求書」をお渡ししますので、

市に申請していただければ後日保護者の口座に入金されるシステムとなっています。 
〇「領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行は一度のみと行政から強く言われておりますので、紛失して 
 も再発行はできません。 

<町田市の方> 
 〇新２号認定を希望される方は、直接町田市の保育課にお問い合わせ下さい。 
 〇早朝保育、延長保育ともに月末に締め、いったんその金額を口座引き落としさせていただきます。町田市は代理授与

になりますので、すぐに園から無償化の対象金額を入金いたします。金額はれんらくアプリにて確認して下さい。 
<八王子市の方> 
 〇新２号の申請書及び就労証明書の必要な方は園に取りに来て下さい。 
 〇早朝保育、延長保育ともに月末に締め、いったんその金額を口座引き落としさせていただきます。八王子市は代理授

与になりますので、すぐに園から無償化の対象金額を入金いたします。金額はれんらくアプリにて確認して下さい。 
 
 
 
 


